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1．研究の概要　　　　　　　　　　　　　　　
1.1　研究の背景
　第 2 次世界大戦の終戦以後，東京をはじめとする日本
の都市部では，経済・産業の復興に伴う人口の流入と増加
とともに，自動車の普及が進むこととなった．昭和 30 年
代に入るとその傾向はさらに顕著となったが，1956（昭
和 31）年に発行されたワトキンス・レポート [1] での「日
本の道路は信じがたい程に悪い．工業国にして，これ程完
全にその道路網を無視してきた国は，日本の他にない．」1)

の一節に代表されるように，当時の日本の道路環境は劣悪
であった．
　特に東京の都心部では，一般街路の交差点付近における
交通渋滞や駐車場の不足が慢性的に生じており，大きな社
会問題となっていた．このような急激なモータリゼーショ
ンやそれに伴う都市構造の変化に対応していくため，一般
街路とは分離した自動車専用道路であり，かつ日本で初め
てとなる都市高速道路として，首都高速道路が計画・建設
されることとなった．
　このような経緯を経て，1962（昭和 37）年に初めて開
通した首都高速道路は，既存の高密度な都市空間に建設さ
れ，現在に至るまで東京を中心とする首都圏の都市構造を
支える重要な基盤となっている点から，これからの都市に
おけるインフラストラクチャーの造り方，あり方を考えて
いく上で注目すべき点や学ぶべき点が多いと考えられる． 
　その一方で，第 2 次世界大戦終戦から約 70 年が経過し，
戦災復興期から高度経済成長期にかけて建設された首都高
速道路をはじめとする様々なインフラストラクチャーは，
その多くが更新の時期を迎えている．今後の大規模更新が
想定される現時点では，維持管理のための改築や補修，ま

た損傷や劣化が激しい場合には撤去や新設が検討されてい
るが，建設当時の計画・設計の思想や手法，技術水準等に
基づく価値の評価や保存を行うことなく，建設当時のイン
フラストラクチャーの姿を改変させる恐れがある．
　この状況に鑑み，土木学会土木史研究委員会では 2014

（平成 26）年 6 月に「戦後土木施設の歴史・文化的価値に
関する調査小委員会」を設置し，主に戦後に建設された土
木施設の歴史・文化的価値を評価する方法論の構築に向け
て調査を開始している 2)．この調査において，首都高速道
路を含む都市高速道路は評価対象の 1 つであり，評価方法
の策定に向けた基礎的な調査・研究が開始されている．
　土木計画学・都市計画学の研究分野において，都市高速
道路の計画・設計論に立脚した研究は，首都高速道路の初
期構想・計画を対象とした新谷 3), 4), 5)，篠原 6) などがある
ものの，事業開始以後の延伸計画や外郭環状線・都市間高
速道路等との接続に関する歴史的な経緯，実際の都市空間
に挿入する際の手法や工夫については必ずしも明らかでは
なく，研究の遂行が期待されているものと考える．

1.2　研究の目的
　以上の背景より，本研究では代表的な都市高速道路であ
る首都高速道路（東京高速道路を含む）の路線網及び代表
的な構造物・施設を対象として，戦前から現在に至るまで
の計画・設計思想及び実際の都市空間へ建設する際の手法
を明らかにすることを目的とする．

1.3　既往研究の整理
　土木計画学や都市計画学の研究分野において，首都高速
道路を対象とする主な既往研究としては，（A）路線網の
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構想・計画に関する研究，（B）構造物・施設の設計に関
する研究，（C）社会的評価・イメージに関する研究，（D）
都市空間としての特性に関する研究 がある．

（A）路線網の構想・計画に関する研究
　新谷 3), 4), 5) や篠原 6) は，首都高速道路に関する初期の構
想や計画について歴史的観点から論じ，それらの系譜を明
らかにしている．古川 7) は首都高速道路のネットワーク形
成の歴史を概観するとともに，建設の立役者の一人である
山田正男の計画思想の源流を明らかにしている．

（B）構造物・施設の設計に関する研究
　篠原ら 8) は，首都高速道路，阪神高速道路，ニューヨー
クの Expressway，パリの Voie Georges Pompidou にお
ける景観設計思想を比較し，代表的な事例から相違点を示
している．また当時の都市高速道路の設計課題が「都市景
観へのおさめ」と「ヒューマナイゼーション」であったこ
とを述べている． 佐々木 9) は，首都高速道路公団と阪神
高速道路公団における景観関連の検討文書から，両公団の
景観設計の検討経緯について明らかにしている．

（C）社会的評価・イメージに関する研究
　篠原ら 10) は，首都高速道路の供用以後の景観評価につ
いて，文献調査からその変遷と評価傾向について明らかに
し，首都高速道路の景観に関する評価は，「道路線形」「首
都高速道路上からの眺望」「各所の破壊」の 3 点に要約で
きると結論づけている． 神村ら 11) は，首都高速道路の景
観設計思想と市民の持つイメージの双方に着目し，首都高
速道路公団の資料や観光ガイドブック等のテキストから，
その変遷を明らかにするとともに，双方の関連性について
明らかにしている．

（D）都市空間としての特性に関する研究
　國村ら 12) は，首都高速道路の高架下に設置された公園
における，地域住民による利用の実態と特性を把握し，従
来の公園計画論では捉えきれない，高架下空間特有の活動
が確認できたことなどを指摘している．

1.4　本研究の位置付け
　上記の既往研究では，路線網の構想・計画に関する知見
が多く蓄積されているが，構造物・施設の設計と併せて考
察している研究は少ない．また，研究対象時期は様々であ
り，首都高速道路の事業全体を俯瞰した研究はほぼ皆無で
ある．
　そこで本研究では，「路線網」を道路網の概形を定める
計画として，「構造物・施設」を実際の都市空間を形成す
る設計対象物として捉え，それぞれの思想と手法を，首都
高速道路事業全体に対し明らかにする点に研究の新規性が
ある．

1.5　研究の構成と方法
　本研究の構成と方法を，以下の図 1.1 に示す．
　第 1 章では，本研究の背景や目的，関連する既往研究な
どの概要を述べる．第 2 章では，首都高速道路を取り巻く
社会情勢として，行政機関により公開されている統計デー
タ及び戦後の道路整備に関する法令・制度・計画に着目し，
その内容と変遷を整理，把握する．第 3 章では，路線網の
計画に着目し，その思想と手法について明らかにする．文
献・史料調査より計画の思想や手法に関する記述を整理し，
分析と考察を行う．第 4 章では，構造物・施設の設計に着
目し，その思想と手法について明らかにする．文献・史料
調査による代表的な事例の抽出と現地調査による実態把握
を行う．第5章では，第2章から第4章までの結論を総括し，
首都高速道路の計画・設計の思想と手法を明らかにし，今
後の展望を示す．
　また第 3 章及び第 4 章にて収集する文献や史料は，表 1.1
に示すように 4 種類に大別できる．

2．首都高速道路を取り巻く社会情勢の把握　　
2.1　対象地の概要
　本研究では，首都高速道路と東京高速道路を対象とする．
　首都高速道路は，旧首都高速道路公団及び首都高速道

図 1.1　研究の構成と方法

第１章　序論 
背景と目的，用語の定義と説明，既往研究の整理と本研究の位置付け，研究の構成と方法

第３章　路線網の 
計画の思想と手法 

文献・史料調査による記述の整理・分析

第２章　首都高速道路を取り巻く社会情勢の把握 
対象地の概要，戦後の道路整備に関する法令・制度・計画の変遷

第５章　結論 
分析結果に基づく首都高速道路の計画・設計の思想と手法の解明

第４章　構造物・施設の 
設計の思想と手法 

文献・史料調査による事例の抽出と 
記述の整理・分析，現地調査による実態把握

表 1.1　文献・史料の分類と具体例
分類 具体例

行政機関による
公文書

・外濠等に築造の高速道路の解説　・首都建設
・東京都市計画高速道路調査特別委員会報告書

事業主体による
事業記録

・首都高速1号線設計図集
・首都高速道路公団史
・東京高速道路三十年のあゆみ

建設系専門雑誌での
論説や工事報告記事

・土木学会誌　・建築雑誌　・高速道路と自動車
・橋梁と基礎　・土木施工　・土木技術　・道路

第三者機関による
調査・研究報告書

・都市の景観形成と首都高速道路に関する調査報告書
・景観を考慮した都市高速道路の設計に関する調査研究
　報告書
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路株式会社が事業主体となって整備した，供用総延長約
320.1km の都市高速道路である．東京都を中心に神奈川
県，千葉県，埼玉県へと続いており，現在も建設中の路線
があり，さらなる路線網の拡大が期待されている．
　東京高速道路は，銀座周辺の外濠，汐留川，京橋川を埋
め立てて建設された全長約 2km の高架式自動車専用道路
である．高速道路の名が付されているものの，道路運送法
に基づく一般自動車道である．建設当時から現在まで事業
主体は東京高速道路株式会社であるが，首都高速道路の
ネットワークの一部を構成している．

2.2　戦後の道路整備に関する計画の概要と変遷
　本節では，戦後の道路整備に関する主要な計画について
概要 21), 22) を述べる．また，図 2.4 にその変遷を示す．

（1）道路整備五箇年計画
　第 2 次世界大戦終戦後の日本においては，道路の整備が
その財源の不安定さから大幅に遅れていた．そのような中，
1949（昭和 24）年に「揮発油税法」が制定され，道路利
用者に課せられる負担は道路整備に還元するべきであり，
欧米諸国にならって，揮発油税を道路整備費の財源に充て
るべきであるとの世論が高まった．

　この世論を踏まえ，1953（昭和 28）年に「道路整備費
の財源等に関する臨時措置法」が制定され，1954（昭和
29）年度より，揮発油税を道路整備のための特定財源とす
る「道路特定財源制度」とその制度を担保とする「第 1 次
道路整備五箇年計画」が発足した．
　その後，この臨時措置法は「道路整備緊急措置法」（1955

（昭和 33）年），「道路整備費の財源等の特例に関する法律」
（2003（平成 15）年），「道路整備事業に係る国の財政上
の特別措置に関する法律」（2008（平成 20）年）にその
趣旨を引き継ぎながら，第 2 次以降の道路整備五箇年計画
が継続された．
　最終的に 1954（昭和 29）年度開始の第 1 次計画から
1998（平成 10）年度開始の新道路整備五箇年計画まで計
12 回実施された．各回の道路整備五箇年計画における有料
道路事業費と首都高速道路事業費の推移を図 2.4 に示す．
　首都高速道路事業もこの計画を活用して建設され，首都
高速道路事業費には最大で約 2 兆 4794 億円（第 11 次計
画時）が投資されている．また，第 2 次と第 12 次を比較
すると首都高速道路事業費への投資額は 200 倍に膨らん
でいる．よって，首都高速道路事業の推進に対する財源計
画としての大きな役割を果たしたと考えられる．

表 2.1　首都高速道路と東京高速道路の概要 13), 14), 15)

項目 首都高速道路 東京高速道路

区分
道路法に基づく

都道府県道・指定政令市道

道路運送法に基づく
一般自動車道

（道路法に基づく東京都道）

事業主体 旧：首都高速道路公団
現：首都高速道路株式会社

東京高速道路株式会社

路線数 28路線 1路線
供用総延長 320.1 km 約2km
供用開始年 1962（昭和37）年 1959（昭和34）年
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図 2.1　首都高速道路の 1 日平均通行台数と供用総延長の推移 16)-19)
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図 2.4　道路整備五箇年計画の金額推移 17)
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図 2.3　民営化後の営業費用と営業収益の推移 20）
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（2）首都建設計画・首都圏整備計画
　第 2 次世界大戦での戦災を受けた東京では，当時東京都
計画局都市計画課長であった石川栄耀を中心に東京復興計
画が作成されたが，ドッジラインによる計画の縮小もあり，
戦災復興の進捗は芳しくなかった．
　そのような中，東京都では，安井誠一郎都知事を中心
に「東京の復興を国家的な計画機関による強力な計画と財
政措置により推進しようとする動きが起き，1949（昭和
24）年 12 月に「首都建設法制定に関する請願」が都議会
にて可決され，1950（昭和 25）年 3 月からの国会審議を
経て，同年 6 月に「首都建設法」が制定される．この法律
では，総理府（現：内閣府）の外局として首都建設委員会
を設置し，この委員会が東京都内の重要施設等を計画する

「首都建設計画」を策定することと定められた．
　1950 年代以降，首都圏での急激な人口増加やモータリ
ゼーションの進行などが社会問題となった状況を受け，首
都建設委員会は 1953（昭和 28）年に「首都高速道路に関
する計画」を建設省（現：国土交通省）と東京都に勧告し，
東京における都市高速道路網の計画立案を促した．これを
契機に首都高速道路の計画が具体化されることとなった．
　1955（昭和 30）年 6 月に首都建設委員会により，首都
圏の過大化抑止を目的とした「首都圏構想素案」が発表

された．これを契機に，国会では東京のみならず首都圏
広域を計画対象とする新たな行政機関の設置が考案され，
1956（昭和 31）年 4 月に「首都圏整備法」が成立し，首
都建設委員会が発展解消した「首都圏整備委員会」が発足
した．首都圏整備委員会では，同法に基づく首都圏基本計
画及び整備計画の作成を実施し，主に既成市街地の整備を
推進した．
　首都高速道路も東京都内の当初事業路線に続き，神奈川
県や埼玉県，千葉県などへの路線網の延伸拡大の必要性を
予期しており，その延伸計画は随時首都圏整備計画にてそ
の方針が明記されることとなった．よって，首都圏整備計
画は，首都高速道路の計画策定に対する上位計画としての
大きな役割を果たしたと考えられる．

3．路線網の計画の思想と手法　　　　　　  　   
3.1　分析の対象と方法
　本章では，表 3.1 に示す合計 13 個の路線網の構想・計
画を対象とする．分析には，表 3.2 のような内容整理表
を用いる．縦軸には具体的な項目を取り，各セルには文
献・史料より抽出した計画・設計思想に関する記述を記入
する．また各々の整理表を発表年月順に横軸方向に並べる
ことで，構想・計画の時系列的変化を追うことができる．

国
・
内
閣

東
京
都

首
都
高
速
道
路

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

第 2 次

第 3 次

第 4 次

第 5 次

第 6 次

第 7 次 第 8 次 第 9 次 第 10 次 第 11 次 第 12 次

第 1 次 第 2 次

第 3 次

第 4 次
社会資本整備重点計画

▲ 首都建設法

■ 首都建設委員会
　 （総理府外局
　　→建設省外局）

▲ 首都圏整備法

■ 首都圏整備委員会
　 （総理府外局）

■ 建設省■ 運輸省

■ 国土庁

■ 国土交通省

▲ 首都高速道路公団法

■ 首都高速道路公団 ■ 首都高速道路株式会社
■ 日本高速道路保有・債務返済機構

▲ 道路関係 4 公団民営化関係 4 法

● 首都高速道路に関する計画
　 （首都建設委員会勧告）

● 東京都市計画都市高速道路に関する基本方針
　 （建設省発表）

● 東京都市計画都市高速道路 当初事業路線 都市計画決定
　 （建設省告示）

● 東京高速度道路網計画案
　 （山田正男，1938）
● 大東京地方計画と高速度自動車道路
　 （石川栄耀，1940） ● ノン・クロス・ロード構想

　 （近藤謙三郎，1949-50）

● スカイウェイ・スカイビル構想
　 （樋口実ら，1950）

● 東京高速道路株式会社計画
　 （樋口実ら，1951）

▲ 道路整備費の財源等に関する臨時措置法

▲ 道路整備緊急措置法

第 1 次基本計画 第 2 次基本計画 第 3 次基本計画 第 4 次基本計画 第 5 次基本計画 （新）首都圏整備計画

S33 整備計画 S37 整備計画 S45 整備計画 S52 整備計画 S56 整備計画 S61 整備計画 H3 整備計画 H8 整備計画 H13 整備計画

首都圏基本計画・整備計画

第 1 次

道路整備五箇年計画

● 既成市街地における都市高速道路整備計画
　 （首都圏整備委員会発表）

● 東京都市計画都市高速道路網計画案
　 （東京都発表）

大都市幹線街路調査
（建設省委託・東京都受託）

● 首都高速道路と都市間幹線道路との連絡に関する研究
　 （首都高速道路公団委託・都市計画協会受託）

● 東京都市計画高速道路調査特別委員会 延伸路線提案

第 1 次長期計画

▲ （新）道路法 ▲ （新）道路構造令

第 3 次長期計画

第 2 次長期計画

新宿副都心計画 新宿副都心整備計画

臨海部副都心開発基本計画

第 1 期 臨海副都心
開発事業化計画 第 2 期 第 3 期 第 4 期

東京都長期ビジョン

首都改造計画

● 東京都中期計画

図 2.5　戦後の道路整備に関する社会情勢の変遷 【凡例】　● or 　　　：構想・計画　　■：団体・組織　　▲：法令・制度　　　　  ：直接関係　　　　  ：間接関係



2018 年度　修士論文概要 2019年 1月 29日

3.2　初期構想・計画
（1）戦前〜終戦直後の路線構想
　首都高速道路の路線計画の嚆矢は，山田正男が内務省都
市計画東京地方委員会在籍時の 1938（昭和 13）年に作成・
発表した「東京高速度道路網計画案」23) である．その後，
石川栄耀による 1940（昭和 15）年の「大東京地方計画と
高速度自動車道路」24), 25)，終戦直後の 1949（昭和 24）年
から 1950（昭和 25）年にかけて，近藤謙三郎による「ノ
ン・クロス・ロード構想」26) −31）が発表された．
　これら 3 つの構想は，いずれの案も環状線と放射線を組
み合わせた路線網を計画している点，アメリカの都市高速
道路をモデルとしている点が主な共通点であり，特徴とし
て挙げられる．その一方で，山田や石川が戦前の国土防衛・
国土計画的観点から都市内高速道路よりも都市間高速道路
に重点を置いているのに対し，終戦直後の近藤は都市内交
通処理を目的とする都市内高速道路を強く主張している点
で大きく異なる．またこれらの構想は実現しなかったもの
の，山田，石川，近藤の 3 人がその後の公式計画の立案に
深く関わっていくことから，公式計画の源流となった．

（2）東京高速道路株式会社線の構想・計画
　その後，1950（昭和 25）年 2 月に樋口実らが，銀座周

辺の外濠河川や新鉄道路線予定地を立体的に利用した高層
ビルを建設し，新橋から羽田空港へ至る高速自動車専用道
路を整備する「スカイウェイ・スカイビル構想」14) を立ち
上げ，東京都に事業許可申請を出願する．
　しかしながら，大規模な高層ビルの建設や公有水面の利
用が問題視されたことから，樋口らは翌 1951（昭和 26）
年 2 月に，より具体的で実現可能性のある「東京高速道路
株式会社計画」14), 32) として，高架式の高速自動車専用道
路及び地下 1 階地上 2 階建ての高架下建築物の建設申請
を再度出願した．その後都議会や衆議院での議論を経て，
最終的に 1952（昭和 27）年 8 月に，運輸大臣から東京高
速道路株式会社に対して，道路運送法に基づく一般自動車
道事業免許が交付され，東京高速道路が建設されることと
なった．
　東京高速道路は通行料を無料とし，高架下建築物の賃貸
料により建設費を償還する形態を採用している．

（3）戦後の行政機関による公式計画
　国や東京都などの行政機関による公式計画は，首都建設
委員会（事務局長：町田保）から日本都市計画学会に委託
された調査 33) に基づいて作成された，1952（昭和 27）年
の「首都高速道路に関する計画（首都建設委員会勧告）」
17) に始まる．
　この勧告を受けて作成された 1957（昭和 32）年 7 月の
建設省による「東京都市計画都市高速道路に関する基本方
針」17)，1958（昭和 33）年 2 月の東京都市計画高速道路
調査特別委員会と東京都建設局都市計画部による「東京都
市計画都市高速道路網計画案」34），同年 7 月の首都圏整備
委員会による「既成市街地における都市高速道路整備計画」
17) など数々の計画案を経て，1959（昭和 34）年 8 月の建
設省による「都市計画決定」35) で事業化されることとなる．
　以上の公式計画については，1955（昭和 30）年に山田
正男が東京都建設局都市計画部長へ就任すると同時に積極
的に推進され，1 環状 8 放射型の路線網計画が具体化され
ていった．また東京高速道路株式会社線は，首都高速道路
の路線網の一部として組み込まれることとなった．

構想・計画名

1 東京高速度道路網計画案
（山田正男，1938）

2 大東京地方計画と高速度自動車道路
（石川栄耀，1940）

3 ノン・クロス・ロード構想
（近藤謙三郎，1949-1950）

4 スカイウェイ・スカイビル構想
（樋口実ら，1950）

5 東京高速道路株式会社計画
（樋口実ら，1951）

6 首都高速道路に関する計画
（首都建設委員会，1953）

7 東京都市計画都市高速道路に関する
基本方針（建設省，1957）

8 東京都市計画都市高速道路計画案
（東京都，1958）

9 既成市街地における都市高速道路
整備計画（首都圏整備委員会，1958）

10 都市計画決定（建設省，1959）

11 首都高速道路と都市間幹線道路との連絡に
関する研究（都市計画協会，1962）

12 大都市幹線街路調査報告書　都市高速道路網の
新線計画について（東京都首都整備局，1965）

13 東京都市計画高速道路調査特別委員会
提案（東京都市計画地方審議会，1968）

No.

初
期
構
想
・
計
画

延
伸
計
画

項目 計画1 …

背景 〇〇〇〇〇 …

目的・意義 〇〇〇〇〇 …

モデル・方針 〇〇〇〇〇 …

路線網 〇〇〇〇〇 …

規格 〇〇〇〇〇 …

構造・土地利用 〇〇〇〇〇 …

事業形態 〇〇〇〇〇 …

建設費用 〇〇〇〇〇 …

表 3.1　構想・計画一覧 表 3.2　内容整理表

図 3.1（左）　東京高速度道路網計画案 路線図 23)

図 3.2（右）　大東京地方計画と高速度自動車道路 路線図 24)

図 3.3　東京高速道路株式会社計画 路線図 14)
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差
点

の
み

立
体

化
，

　
そ

の
他

は
平

面
■

ノ
ン

・
ク

ロ
ス

・
ロ

ー
ド

■
ペ

ン
シ

ル
バ

ニ
ア

・
タ

ー
ン

パ
イ

ク
　

が
モ

デ
ル

■
一

般
街

路
と

分
離

■
ス

カ
イ

ビ
ル

デ
ィ

ン
グ

（
ス

カ
イ

ウ
ェ

イ
・

ス
カ

イ
ビ

ル
）

■
一

般
街

路
と

立
体

的
に

分
離

■
道

路
運

送
法

に
基

づ
く

一
般

自
動

車
　

道
と

し
て

建
設

■
一

般
街

路
と

分
離

■
他

の
道

路
と

の
平

面
交

差
な

し
（

＝
ノ

ン
・

ク
ロ

ス
・

ロ
ー

ド
）

■
一

般
街

路
と

分
離

■
他

の
道

路
と

の
平

面
交

差
な

し
■

高
速

自
動

車
国

道
の

一
部

を
構

成

■
一

般
街

路
と

分
離

■
他

の
道

路
と

の
平

面
交

差
な

し
■

一
般

街
路

と
分

離
■

他
の

交
通

機
関

と
の

平
面

交
差

な
し

■
都

心
，

副
都

心
，

郊
外

重
要

幹
線

と
　

の
連

絡
■

周
辺

地
域

と
の

開
発

を
考

慮

■
市

街
地

交
通

処
理

を
主

目
的

と
し

た
　

世
界

初
の

都
市

高
速

道
路

■
街

路
を

立
体

的
に

利
用

■
必

要
に

応
じ

て
出

入
口

・
接

続
路

を
　

設
置

■
羽

田
空

港
ま

で
延

伸

路
線

網

■
全

体
計

画
：

　
4環

状
8放

射
，

83
9k

m
■

第
1期

実
施

計
画

：
　

1環
状

4放
射

，
69

km

■
東

京
中

心
の

環
状

放
射

型
■

環
状

線
を

副
道

的
に

結
ぶ

バ
イ

パ
ス

　
の

直
結

線
が

必
要

■
大

東
京

地
方

，
84

0k
m

■
2環

状
7放

射
，

16
6k

m
■

横
浜

，
羽

田
空

港
方

向
へ

延
伸

■
1路

線
，

約
1.

4k
m

■
環

状
6号

線
, 羽

田
空

港
, 京

浜
国

道
　

へ
接

続

■
1路

線
，

約
2k

m
■

新
橋

方
面

，
京

橋
方

面
，

東
京

駅
前

　
へ

の
延

伸
を

検
討

■
1環

状
5放

射
，

約
49

km
■

1環
状

8放
射

，
約

62
.5

km
■

1号
線

は
羽

田
方

面
，

6号
線

は
陸

羽
　

方
面

，
7号

線
は

京
葉

道
路

方
面

へ
　

の
延

伸
を

検
討

■
皇

居
南

側
は

国
会

～
銀

座
の

路
線

を
　

地
下

道
に

て
検

討
■

必
要

に
応

じ
て

路
線

追
加

を
検

討

■
1環

状
8放

射
，

約
62

.5
km

■
環

状
7号

線
に

至
る

放
射

線
，

皇
居

　
南

側
の

路
線

，
環

状
線

，
横

浜
方

面
　

の
路

線
を

調
査

■
1環

状
8放

射
，

約
71

.0
3k

m
（

首
都

高
速

：
約

69
.0

3k
m

，
　

東
京

高
速

：
約

2k
m

）

規
格

■
速

度
：

平
均

時
速

10
0k

m
■

車
線

数
：

各
方

向
最

低
2車

線
　

　
　

　
　

中
央

分
離

帯
を

設
置

■
幅

員
：

高
架

部
分

で
は

16
m

　
　

　
　

平
面

部
分

で
は

20
m

■
速

度
：

時
速

70
～

80
km

程
度

（
モ

デ
ル

・
方

針
よ

り
推

測
）

■
車

線
数

：
各

方
向

2車
線

（
断

面
図

よ
り

推
測

）
■

幅
員

：
14

m
以

上
（

断
面

図
よ

り
推

測
）

■
速

度
：

時
速

35
～

12
0k

m
，

　
　

　
　

平
均

時
速

40
km

■
車

線
数

：
各

方
向

2車
線

ま
た

は
　

4車
線

■
幅

員
：

13
m

ま
た

は
20

m

■
時

速
80

km
■

速
度

：
乗

用
車

 時
速

60
km

　
　

　
　

貨
物

車
 時

速
40

km
■

車
線

数
：

3車
線

ま
た

は
4車

線
■

幅
員

：
当

初
9m

，
最

終
12

m

■
速

度
：

標
準

時
速

40
～

60
km

■
車

線
数

：
原

則
各

方
向

2車
線

■
速

度
：

原
則

時
速

60
km

■
車

線
数

：
4車

線
以

上
■

速
度

：
原

則
時

速
60

km
，

　
　

　
　

最
低

時
速

40
km

■
車

線
数

：
4車

線
■

幅
員

：
16

m

■
速

度
：

標
準

時
速

60
km

■
車

線
数

：
原

則
4車

線
以

上
■

速
度

：
原

則
時

速
60

km
■

車
線

数
：

原
則

4車
線

■
幅

員
：

原
則

16
m

構
造

・
土

地
利

用

■
原

則
全

て
高

架
式

と
し

，
止

む
を

　
得

な
い

場
合

の
み

平
面

式
，

一
般

　
街

路
と

の
交

差
点

は
必

ず
立

体
交

差
■

高
架

下
は

高
さ

約
8m

，
幅

員
16

m
　

の
2階

建
RC

ラ
ー

メ
ン

構
造

■
郊

外
は

半
立

体
，

農
業

地
帯

は
平

面
■

密
集

市
街

地
や

都
心

部
は

広
幅

員
道

　
路

の
中

央
を

通
る

高
架

式
，

ま
た

は
　

隧
道

式
■

街
路

片
側

の
民

家
上

を
通

過
さ

せ
，

　
防

火
・

防
空

建
築

と
す

る

■
原

則
全

て
高

架
式

■
高

架
下

は
倉

庫
等

で
利

用
■

地
下

15
m

，
地

上
45

m
，

全
長

　
12

00
m

の
高

層
ビ

ル
と

そ
の

両
側

　
に

地
上

5m
高

の
高

速
自

動
車

道
路

　
を

設
置

，
新

橋
以

南
は

新
幹

線
上

を
　

高
架

式
と

す
る

■
ス

カ
イ

ビ
ル

の
地

下
4層

に
駐

車
場

　
を

設
置

■
外

濠
等

の
公

有
水

面
上

を
利

用
（

の
ち

に
埋

立
へ

変
更

）
■

高
架

下
は

地
下

1階
，

地
上

2階
建

て
　

の
ビ

ル
と

し
て

利
用

■
新

数
寄

屋
橋

は
都

市
景

観
に

配
慮

　
し

た
構

造
形

式
と

す
る

■
高

架
式

，
地

下
式

，
又

は
地

上
専

用
　

形
式

■
高

架
下

を
倉

庫
，

事
務

所
，

店
舗

，
　

住
居

, 車
庫

等
と

し
て

利
用

■
路

線
予

定
地

を
保

護
し

，
都

市
の

発
　

展
を

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

■
高

架
式

ま
た

は
掘

割
式

■
防

火
建

築
帯

の
造

成
と

併
せ

て
屋

上
　

利
用

も
考

慮
■

密
集

市
街

地
を

回
避

，
不

利
用

地
，

　
治

水
利

水
上

支
障

の
な

い
河

川
ま

た
　

は
運

河
を

活
用

，
止

む
を

得
な

い
　

場
合

は
広

幅
員

（
40

m
）

道
路

上
に

　
設

置

■
高

架
式

，
掘

割
式

，
隧

道
式

■
街

路
・

河
川

等
の

公
共

用
地

を
　

で
き

る
限

り
利

用
■

外
濠

と
日

本
橋

川
の

利
用

区
間

は
，

　
可

能
な

限
り

河
床

を
利

用
，

困
難

　
な

場
合

は
高

架
等

を
検

討

■
高

架
式

，
地

下
式

，
又

は
地

上
専

用
　

形
式

■
高

架
下

を
倉

庫
，

事
務

所
，

店
舗

，
　

住
居

, 車
庫

等
と

し
て

利
用

，
　

都
市

美
に

も
配

慮
■

河
川

，
運

河
，

広
幅

員
（

40
m

以
　

上
）

の
道

路
な

ど
取

得
容

易
な

土
地

　
を

利
用

河
川

に
つ

い
て

は
治

水
に

　
配

慮

■
原

則
高

架
式

又
は

掘
割

式
と

し
，

　
止

む
を

得
な

い
箇

所
は

隧
道

式
，

　
一

般
街

路
と

の
交

差
点

は
立

体
交

差
■

不
利

用
地

，
河

川
上

，
そ

の
他

公
共

　
用

地
を

活
用

，
止

む
を

得
ず

民
有

地
　

を
通

過
す

る
場

合
は

，
高

架
下

を
建

　
築

物
と

し
て

利
用

事
業

形
態

■
乗

合
自

動
車

の
経

営
■

高
架

下
の

賃
貸

■
通

行
税

，
受

益
者

負
担

金
，

ガ
ソ

リ
　

ン
税

，
自

動
車

税
，

一
般

税
金

の
　

徴
収

■
徴

収
金

で
建

設
費

を
償

還

■
防

火
・

防
空

建
築

，
高

架
下

利
用

，
　

自
動

車
道

交
通

費
と

し
て

徴
収

■
郊

外
開

発
地

で
の

受
益

者
負

担

■
民

営
で

行
う

■
通

行
料

50
円

の
徴

収
に

よ
り

建
設

費
　

を
3年

半
で

償
還

■
民

営
で

行
う

■
東

京
都

へ
の

寄
贈

■
東

京
高

速
道

路
株

式
会

社
に

よ
る

　
民

営
■

通
行

料
は

無
料

，
高

架
下

の
賃

貸
等

　
で

建
設

費
を

償
還

■
通

行
料

の
徴

収
に

よ
り

建
設

費
を

　
償

還
■

税
の

減
免

や
公

共
資

金
の

活
用

な
ど

　
適

当
な

助
成

を
利

用
■

建
設

運
営

に
関

す
る

新
し

い
組

織
を

　
考

慮
し

て
い

く
必

要
あ

り

■
通

行
料

の
徴

収
■

通
行

料
は

無
料

が
望

ま
し

い
が

，
　

早
期

実
現

の
た

め
有

料
と

し
て

，
　

建
設

費
を

償
還

■
特

別
財

源
も

考
慮

■
5年

間
で

の
全

線
完

成
と

1台
70

円
　

の
徴

収
金

を
仮

定
す

る
と

20
年

で
　

償
還

可
能

■
一

定
期

間
内

の
通

行
料

の
徴

収
に

　
よ

り
建

設
費

を
償

還
■

補
助

金
交

付
や

低
金

利
資

金
の

融
通

　
な

ど
適

当
な

助
成

を
利

用

■
首

都
高

速
道

路
公

団
が

運
営

■
日

本
道

路
公

団
が

着
手

し
た

汐
留

～
　

一
ノ

橋
の

区
間

を
引

継
■

通
行

料
の

徴
収

に
よ

り
建

設
費

を
　

償
還

，
償

還
後

は
無

料

建
設

費
用

■
1m

当
た

り
工

事
費

：
　

高
架

部
分

 2
00

0円
　

平
面

部
分

 3
00

円
■

全
体

計
画

：
10

億
45

30
万

円
■

第
1期

実
施

計
画

：
2億

81
60

万
円

■
大

東
京

地
方

：
8億

60
00

万
円

■
約

37
0億

円
■

全
体

：
6億

86
58

万
80

00
円

■
約

40
0億

円
■

5年
間

の
事

業
期

間
で

約
65

0億
円

,
　

1m
当

た
り

10
0万

円
■

平
面

計
画

街
路

事
業

費
16

2億
円

は
　

別
途

必
要

■
10

年
間

の
事

業
期

間
で

約
91

0億
円

■
全

体
：

約
10

37
億

60
00

万
円

■
高

速
道

路
本

体
：

　
約

85
2億

80
00

万
円

■
関

連
都

市
計

画
街

路
：

　
約

18
4億

80
00

万
円

表
3.

3　
初

期
構

想
・

計
画

に
関

す
る

具
体

的
な

内
容

14
),1

6)
, 1

7)
, 2

3)
–3

5)
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（4）当初事業路線と東京オリンピック関連道路
　1959（昭和 34）年 8 月の「都市計画決定」では，以下
の図 4.5 に示す 8 路線，約 71.03km（東京高速道路株式
会社線の約 2km を含む）の建設が決定された 17）．同年 10
月に基本計画指示がなされ，同年 12 月に事業決定された．
　都市計画決定前の同年 5 月には，1964（昭和 39）年の
東京オリンピック開催が決定し，開催時の交通需要を満た
すため，8 路線の建設区間のうち，オリンピック施設周辺
や羽田空港と都心部を結ぶ約 31.3km の区間については，
東京オリンピック関連道路として重点的に整備されること
となった．

3.3　延伸計画
（1）検討から策定までの経緯
　1964（昭和 39）年の東京オリンピック開催など，1960
年代中期以降，日本は高度経済成長期に突入し，急激なモー
タリゼーションの発生，都市部の幹線道路の交通渋滞など
が社会問題となっていた．また同時期に東名高速道路など
の建設が進んでいたことから，首都高速道路は当初事業路
線の建設と同時に，都市間高速道路との接続やそれを分散
させるための環状線などの延伸計画を具体化することが求
められるようになった．

　都市間高速道路との接続に向けた延伸路線や環状線の必
要性は，当初事業路線が都市計画決定された 1959（昭和
34）年頃から予見されており，1961（昭和 36）年 3 月の
東京都の首都交通対策審議会での審議と 1963（昭和 38）
年 3 月の建設省の大都市再開発問題懇話会第 1 次中間報告
では，環状線建設に力点を置いた提案がなされた．
　またこれらの審議と並行して，建設省から東京都へ委託
された「大都市幹線街路調査」（1961（昭和 36）〜 1964

（昭和 39）年度）37)，首都高速道路公団から㈶都市計画協
会へ委託された「首都高速道路と都市間幹線道路との連絡
に関する研究」（1962（昭和 37）年 3 月）38) など，具体
的な検討案も取りまとめられた．
　この 2 つの延伸計画の具体的な内容について，表 3.4 に
示す．
表 3.4　延伸計画に関する具体的な内容 37), 38)

区間 延長(km)

1号線 大田区羽田1丁目
～台東区入谷町 20.27

2号線 品川区西戸越1丁目
～港区芝海岸通り1丁目付近 8.22

2号分岐線 港区麻布新広尾町1丁目付近
～港区麻布谷町付近 1.39

3号線 渋谷区大和田町
～千代田区隼町(三宅坂)付近 6.30

4号線 渋谷区幡ヶ谷本町1丁目
～中央区八重洲6丁目付近 11.07

4号分岐線 中央区日本橋本石町1丁目付近
～中央区日本橋兜町1丁目付近 1.20

5号線 豊島区池袋4丁目
～千代田区竹平町付近 7.81

6号線 墨田区寺島町3丁目
～中央区日本橋兜町1丁目付近 6.24

7号線 江戸川区小松川4丁目
～墨田区東両国1丁目 5.97

8号線 港区芝汐留付近
～中央区銀座東1丁目付近 2.56*

計 71.03

当初事業路線

*東京高速道路株式会社線の約2kmを含む

図 3.5　当初事業路線 路線図 17)

首都高速道路と都市間幹線道路
との連絡に関する研究

大都市幹線街路調査研究報告書
都市高速道路網の新線計画について

発表年月 1962（昭和37）年9月 1965（昭和40）年3月

作成・発表者 （財）都市計画協会
（首都高速道路公団より受託）

東京都首都整備局
（建設省より受託）

背景

■東京は欧米諸都市にみられる様な
　自動車交通時代に突入
■自動車，路面電車，人間等の混合
　交通による街路機能の低下

■首都東京への人口，産業の集中や
　自動車の増加
■主要交差点の麻痺とその郊外部へ
　の波及

目的・意義

■都市間高速道路の膨大な交通量を
　受けるため，市街地全域を網羅し
　た高速道路網を組む
■効率のよい高速道路網を組むこと
　で路面交通の混雑を解消する

■都市間高速道路による遠距離交通
　が23区周辺に集中するため，一般
　街路の整備とあわせた都市高速道
　路の延伸追加により，将来の交通
　需要の円滑な処理をする

モデル・方針

■初期の8路線以外に市街地を対象
　に組み込む必要がある
■都心，副都心と連結
■既設の鉄道，道路，私道，計画中
　の地下鉄とは立体的に交差する

■高速道路をいたずらに増やさずに,
　高速道路と平面街路を高架的に
　組み合わせて，能率的に配置する
■都市高速道路と一般街路は常に同
　一の次元で検討するべきである

路線網

■都市間幹線道路との連絡及び初期
　の8路線との調整に留意
■2環状11放射
■延伸計画：
　環状線62.95km, 放射線98.05km
　の計161km

■2環状11放射
■延伸計画：
　環状線54.27km, 放射線63.58km
　の計117.85km

規格

■建設省道路局の「高速自動車国道
　等の構造基準」に準拠
■速度：時速60kmまたは80km
■車線数：各方向2車線または4車線
■幅員：1車線あたり
　　　3.25m（時速60kmの場合）
　　　3.50m（時速80kmの場合）

■建設省道路局の「高速自動車国道
　等の構造基準」に準拠
■速度：時速60km
（総幅員と構造基準より推測）
■車線数：各方向2車線
（総幅員と構造基準より推測）
■総幅員：16.5m
■中央分離帯を設置

構造・
土地利用

■道路敷，河川敷，民有地，公有地
　等それぞれの地形に応じて, 盛土,
　切土，高架，トンネル，長大橋等
　のいずれかを用いる
■外郭環状線・首都高速道路と将来
　の計画道路は原則としてインター
　チェンジにより連絡する
■一般街路からはランプでのみ出入
　が可能とする

■原則として高架式

事業形態
■有料道路としての可能性の限界を
　検討する必要がある（報告書内で
　は具体的な検討はなし）

■財源は，国と東京都による出資金,
　東京都からの交付金，公団の借入
　金より構成される

建設費用

■総事業費：
　約4326億円
■1km当たりの事業費：
　27億円

■高速道路建設費：
　2692億2000万円
■関連街路建設費：
　929億7500万円

図 3.4　首都建設委員会勧告 路線図 36)
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　これを受けた東京都市計画地方審議会内の東京都市計画
高速道路調査特別委員会は，1965（昭和 40）年度から延
伸計画の策定準備に入り，「大都市幹線街路調査」による
検討案を強化修正する形で，1967（昭和 43）年 3 月に図 4.5
に示す延伸計画を策定した 17）．

（2）都市計画決定と建設
　1967（昭和 43）年 3 月の東京都市計画高速道路調査特
別委員会の延伸計画をベースに，神奈川県や埼玉県へ向か
う複数の延伸路線について，都市計画決定がなされた．
　また，1970（昭和 45）年 3 月に首都圏整備委員会が公
表した「第 5 次首都圏既成市街地整備計画（首都圏整備計
画）」では，「都市内及び都市周辺部の道路交通の混雑緩和
と効率化を図るための都市高速道路の整備については，今
後における都市間高速道路，幹線街路，自動車ターミナル
等の建設，都心・副都心地区，港湾地区，流通業務地等の
整備と対応しつつ，その建設を推進する．」17) として，中
央環状線などが整備促進路線として位置づけられた．
　これ以降の延伸計画は，同様の首都圏整備計画において，

「路線ごと，区間ごとに計画の熟度に応じて，首都圏整備
計画への位置付けと都市計画決定がなされ」7)，現在まで
至る．

3.3　小結
　表 3.3 に示す初期構想・計画では，一貫して「都市内で
激増する自動車一般交通を処理し，平面街路の交通能力を
向上させる」という計画思想のもとに，平面街路との立体
交差化に向けた「河川や広幅員道路上の線型空間を活用し
た高架道路」という設計手法が採用されたことが考えられ
る．また，構想当初は欧米の都市高速道路をモデルとして
いたが，最終的には計画思想を反映した日本独自の都市高
速道路として建設されたことが読み取れる．
　一方で，表 3.4 に示す延伸計画では，都市間高速道路や
主要幹線道路との接続のため，「都心，副都心と郊外市街
地を含む首都圏で道路ネットワークを構築しつつ，都市内

への流入交通を分散させる」という計画思想のもとに，「郊
外部でのインターチェンジの設置」や「環状線の建設」と
いう設計手法が採用されたことが考えられる．

4．構造物・施設の設計の思想と手法　　　　　
4.1　分析の観点
　構造物・施設の設計手法としては，前章の路線網の計画
の思想と手法を踏まえると，①初期計画時の河川や広幅員
道路上の線型空間の活用に向けた「立体化」，②延伸計画
時のインターチェンジの設置や環状線の建設に向けた「面
的整備」，③首都高速道路建設の為の「新技術」の 3 点に
大別できると考えられる．
　よって，この 3 点を本研究の分析の観点とし，本稿では
この「立体化」「面的整備」「技術開発」の設計手法に該当
すると考えられる具体例を挙げて，その特徴を示す．

4.2　立体化
（1）他の都市施設との一体構造 [3]

　初期計画の設計手法の 1 つとして，首都高速道路の高架
橋と他の都市施設（駐車場，建築，地下鉄など）を一体構
造として設計した事例が挙げられる．ここでは，路外駐車
場を具体的な事例として取りあげる．
　戦後の東京都の交通事情は悪化の一途をたどっており，
駐車施設の不足による路上駐車がその原因の 1 つとされた
ため，東京都は 1951（昭和 26）年頃から各種調査を開始
した．建設省も路上駐車対策を重視し，同年 8 月 8 日付で
駐車需要の多い市街地に建築物を建てる場合には付置義務
駐車場の設置を義務付ける通達を出し，さらに 1957（昭
和 32）年 5 月には駐車場法が制定された．このような経
緯を経て，東京都は 1958（昭和 33）年 11 月に都心駐車
場整備地区の指定及び駐車場設置計画の発表を行い，計画
の基本方針の 1 つとして「建設用地については，道路，公
園の地下など公共用地の立体的活用を図るほか，高速道路
下の利用を考える」16）ことを示した．その後，1959（昭
和 34）年 8 月には東京都市計画地方審議会にて汐留およ
び江戸橋（兜町）の各駐車場の建設が可決された．
　首都高速道路公団では，高速道路の建設と並行して，先
に東京都が計画した路外駐車場を含め，収容台数約 2000
台，事業費 50 億円という規模での都心部 5 箇所（汐留，
兜町，本町，白魚橋，千駄ヶ谷）の路外駐車場の建設を計
画した（表 4.1）．これら 5 箇所の駐車場は，公共用地を
活用する高速道路と一体構造とするため，河川埋立地や拡
幅街路の地下，高架下などに計画され，都市空間の立体的
な活用を目指したものである．
　その一方で，一体構造を採用するにあたり，高架橋の構
造には制約条件が生じている．例えば，江戸橋ジャンクショ

区間 延長(km)
1号線 大田区羽田2丁目神奈川県界～台東区北上野1丁目 21.93
2号線 品川区西戸越1丁目～港区芝海岸通り1丁目 8.50

2号分岐線 港区麻布新広尾町1丁目～港区麻布谷町 1.63
3号線 世田谷区大蔵町～千代田区隼町 15.84
4号線 世田谷区烏山町～中央区八重洲6丁目 21.38

4号分岐線 中央区日本橋本石町1丁目～中央区日本橋兜町1丁目 1.20
5号線 豊島区池袋4丁目～千代田区竹平町 8.09
6号線 墨田区寺島3丁目～中央区日本橋兜町1丁目 7.43
7号線 江戸川区篠崎町2丁目千葉県界～墨田区千歳町1丁目 11.96
8号線 港区芝汐留附近～中央区宝町3丁目附近 2.56
9号線 江東区辰巳1丁目地先12号埋立地～中央区蛎殻町2丁目 5.84

106.36
1号延伸線 台東区北上野1丁目～足立区入谷町埼玉県界 13.10
2号延伸線 品川区荏原1丁目～世田谷区玉川野毛町 7.40
5号延伸線 豊島区池袋4丁目～板橋区下赤塚町 10.40
6号延伸線 墨田区寺島町3丁目～足立区神明町埼玉県界 8.07
10号線 文京区関口水道町～練馬区上石神井2丁目 13.90
11号線 葛飾区東四ツ木1丁目～葛飾区柴又3丁目千葉県界 5.90
内環状線 墨田区東両国1丁目～中野区本町通り1丁目 13.90*
中央環状線 品川区大井埋立地～江東区第14号埋立地 41.00
湾岸線 江東区第14号埋立地～大田区昭和島2丁目 13.99

127.66
234.02

世田谷区鎌田町～練馬区北大泉町埼玉県界 18.06
大田区昭和島2丁目～世田谷区鎌田町 16.31

江戸川区堀江町地先埋立予定地～江東区第14号埋立地 3.30
37.67
271.69
*支線を含む

外郭環状線

追
加
延
伸
計
画

小計

合計
小計

合計
小計

既
定
計
画

図 3.6　高速道路調査特別委員会延伸計画路線 路線図 17)
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ンの建設に際し，3 層の高架構造と兜町駐車場の建築限界
と日本橋川の舟運を考慮した結果，江戸橋ジャンクション
が剛結立体ラーメン構造という複雑かつ高精度を要求され
る構造を採用せざるを得なくなった 40）．また本町高架橋
では，地下の本町駐車場のレイアウトや地上の一般街路の
交通を考慮して橋脚が配置する必要があったため，本町出
入口がセンターランプ方式となった 40）．

（2）高架下空間の活用
　首都高速道路の高架橋の下に新たに生まれた空間（以下，
高架下空間）について，公団は「高架下管理の基本方針」
を定めている 16）．この方針に基づき，道路管理上必要な
施設のほかに，都市高速道路の特殊性や環境整備の観点か
ら，用地取得に伴う被補償者の事務所や店舗となる建築物
や地元の自治体や住民に向けた公園等を整備した．
　首都高速 2 号目黒線では，港区東麻布地区，広尾地区な
どの住民から用地取得に対する強い反対があったため，移
転先のない被補償者に対しては高架下施設を賃貸すること
で建設を促進した．首都高速 5 号池袋線では，2 号目黒線
と同様に施設の建設，管理を行うとともに，児童遊園を設
置している．これらは首都高速道路の建設に伴って失われ
た都市施設の代替や新たな都市施設の創出と考えられる．

4.3　面的整備
（1）環境施設帯・緑道の整備
　昭和 40 年代以降，経済や産業が飛躍的に発展する一方
で，公害問題が大きな社会問題と化した．首都高速道路も
例外ではなく，沿道住民によって騒音や排気ガスなどの生
活環境の悪化に関する苦情や高速道路建設への反対運動が
発生し，首都高速道路公団は環境問題への対策を講じるこ
ととなった．その対策の 1 つとして，環境施設帯や緑道を
整備した事例が挙げられる．
　首都高速 2 号目黒線の白金料金所付近は，国立科学博物
館附属自然教育園などが立地する住宅地であり，住民の環
境問題への意識が高い地域であった．したがって，白金料
金所前後 200m，高速道路外側 20 幅を道路用地として取
得し，環境施設帯を設置した 16）．箱崎ジャンクションか
ら辰巳ジャンクションに至る首都高速 9 号深川線では，旧
油堀川周辺（現在の木場〜門前仲町付近）の沿道住民から，
首都高速道路が高架式で建設されることに伴う日照・騒音・
排気ガス等の公害対策を強く要求された．したがって，こ
の地域に環境施設帯を設置することとし，高速道路の外側
20m 幅の用地に植樹帯や緑道を整備した 16）．
　こうした環境施設帯・緑道の整備は，首都高速道路にお
ける既存の高密度な都市空間でのインフラ建設に対する環
境対策手法の一つとして考えられる．

（2）関連街路事業の受託による沿道整備
　公団設立時に策定された任務の一つとして「国または地
方公共団体の委託に基づき，自動車専用道路の新設または
改築と工事施工上密接な関連のある都市計画街路の新設ま
たは改築を行う」16）という関連街路事業の受託業務が存
在する．
　代表的な事例として，首都高速 5 号池袋線の関連街路補
助 201 号線（東京都板橋区）が挙げられる．この事例では，
関連街路事業として，2 つの歩道橋（蓮根歩道橋，赤塚公
園歩道橋）42）と沿道の街路植栽の整備 43）を行っている．
　これらの街路整備は本来道路管理者が施行するべきであ
るが，首都高速道路の建設と同時に施行する方が合理的，
経済的であるため，地方公共団体から公団が事業を受託し
て整備を行ったものである．

所在地
延面積
（m2 ）

収容台数
（台）

構造

汐留 中央区銀座8丁目 19078 450 RC造 地下2層建

兜町 中央区日本橋兜町 33990 983 SRC及びRC造 地上2層，地下2層建

本町 中央区日本橋本町1, 2丁目 9829 312 RC造 地下1層建

白魚橋 中央区銀座1丁目 7035 230 RC造 地上2層，地下2層

千駄ヶ谷 渋谷区千駄ヶ谷1, 4丁目 7905 170 高架下 地上1層

計 77837 2145

表 4.1　首都高速道路公団 路外駐車場 16), 39)

図 4.1　1 号上野線 本町高架橋 断面図 41)

図 4.2　5 号池袋線 高架下空間の活用事例（筆者撮影）
　　　  （左：音羽児童遊園，右：南池袋地区建築物）

図 4.3　9 号深川線 旧油堀川周辺（筆者撮影）
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（3）再開発事業との一体型整備
　首都高速中央環状新宿線と 3 号渋谷線を接続する大橋
ジャンクションは 4 層ループ構造のジャンクションであ
り，東京都の再開発事業，目黒区のまちづくり事業，首都
高速道路の建設事業の 3 つのプロジェクトを合わせ，地域
住民を含む 4 者による「まち・みち・再開発一体型プロジェ
クト」にて整備された 44)．
　1990（平成 2）年の当初計画では高架構造による接続
が考えられていたが，地域住民から「広大な敷地面積を有
するジャンクションの建設による地域分断・周辺環境の変
化を懸念する声」44）が上がり，1999（平成 11）年 4 月に
ジャンクション建設とまちづくりを一体的に行う方針に転
換した．その後の長年の議論を経て，2004（平成 16）年
1 月に現在のループ構造として都市計画決定された．
　この事例は，首都高速道路の建設事業を再開発事業と一
体化する「道路事業協働型再開発事業」という新しい事業
手法を用いた点が大きな特質であると言える．このことか
ら，今後の都市空間におけるインフラ整備の参考となる先
進的事例であると考えられる．
　また，立体道路制度の活用による「目黒天空庭園」（立
体都市公園）やループ壁面緑化の整備により，都市内での
緑化創出を目指しており，新たな環境対策手法も導入され
ている．

4.4　新技術
（1）沈埋トンネル技術の採用
　首都高速道路の土木構造物は，過密な都市内で建設する
ために制約が多く，複雑な構造物となりやすいことがが懸
念された．そのため，首都高速道路公団では外部の学識者
とともに『首都高速道路公団技術委員会』を立ち上げ，設
計基準等の作成や新工法の開発・採用が行われた 16)．
　当時の代表的な構造物の１つとして，羽田空港に隣接す

る海老取川に建設されている，首都高速１号線の羽田トン
ネルが挙げられる．海老取川河口部は「空港航路の高度制
限が低く，高架橋の建設が困難なことから，地下構造での
建設が検討された」46)．また，海老取川は航行する漁船な
どが多く，これらを阻害しない工法で施工する必要があり，

「当時国内の道路トンネルとしては初めてとなる沈埋函工
法で施工された」46)．

（2）長大橋梁建設に向けた技術開発
　延伸計画により計画された高速湾岸線や 11 号台場線で
は，長大橋梁の建設に向けた技術開発が行われた．
　代表例としては，首都高速湾岸線の横浜ベイブリッジが
挙げられる．横浜ベイブリッジの架かる横浜港は世界有数
の港であり工事海域を大きく取ることが難しい上，架橋地
点の地盤は良好とはいえない状態であったことから，横浜
ベイブリッジの構造形式は斜張橋が採用された 47)．
　またこのような背景を踏まえ，橋梁の基礎構造として多
柱式基礎が採用された．しかし，長大橋梁を支える多柱式
基礎構造は支持層が深く，かつその上に厚い軟弱地盤があ
る海中で建設されることから，公団では「アーム式水中掘
削機」という専用の機械を新たに開発して施工した 47)．

5．結論　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.1　本研究のまとめ
　本研究で得られた主な知見を以下に示す．

（1）路線網の計画・設計の思想と手法
• 1959（昭和 34）年の都市計画決定に至るまでの「初

期構想・計画」では，一貫して「都市内で激増する自
動車一般交通を処理し，平面街路の交通能力を向上さ
せる」という計画思想のもとに，平面街路との立体交
差化に向けた「河川や広幅員道路などの線型の公共空
間の活用」という設計手法が採用された．

図 4.6　１号羽田線 羽田トンネル（工事中）16)

図 4.5　3 号渋谷線 大橋ジャンクション（左：上空写真 45)，右：壁面）

図 4.7　高速湾岸線 横浜ベイブリッジ 外観 48)

図 4.4　5 号池袋線 関連街路補助 201 号線（左：蓮根歩道橋 42)，右：植樹帯）
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• その後の「延伸計画」については，都市間高速道路や
主要幹線道路との接続のため，「都心，副都心と郊外
市街地を含む広範囲で道路ネットワークを構築しつ
つ，都市内への流入交通を分散させる」という計画思
想のもとに，「郊外部でのインターチェンジの設置」
や「環状線の建設」という設計手法が採用された．

（2）構造物・施設の計画・設計の思想と手法
• 既存の高密度な都市空間へ挿入する手法として，「立

体化」「面的整備」「新技術」の 3 つの観点から説明す
ると，「立体化」では他の都市施設との一体構造や高
架下空間の利用，「面的整備」では環境施設帯・緑道
による環境保全や関連街路事業による沿道整備，「新
技術」ではトンネル技術の開発や長大橋梁の建設に向
けた技術開発といった設計手法が用いられた．

• さらにその設計手法には初期構想・計画と延伸計画を
比較すると，時代性があることが示唆された（表 5.1）．

5.2　今後の課題
　本研究では，「実際の都市空間への挿入」という空間形
成的手法の視点から計画・設計の思想と手法を明らかにし
た．一方で，用地の取得方法などの事業手法までは触れて
いないため，今後着目していくことで，これからの都市に
おけるインフラストラクチャーの建設方法に対する示唆を
得ることができると考える．

＜注釈＞
[1] 正式名称は「日本国政府建設省に対する名古屋・神戸高速道路調査報告書」という．名古屋・神戸

間の高速道路の経済的・技術的妥当性を総合的かつ客観的に検討するため，日本政府が R.J. ワト
キンスを団長とする世界銀行の調査団を招き，調査・作成したものである．

[2] 図 2.2 では以下の合計金額をグラフ化して示している（億円単位以下四捨五入）．
高速道路建設費用：「高速道路建設事業費」「社会資本整備事業費」「高速道路改築事業費」
　　　　　　　　　「高速道路維持修繕費」「高速道路管理費」の合計額
高速道路料金収入：「高速道路料金収入」の金額

[3] 本項の内容は，筆者らの学会投稿論文「佐々木葉，小澤広直：戦後土木施設としての首都高速道路
の特質に関する一考察，土木史研究講演集，Vol.38，pp.209-214，2018」をもとに加筆，修正し
たものである．
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表 5.1　首都高速道路の計画・設計の思想と手法

初期構想・計画 延伸計画

路
線
網
の
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思
想

手
法

立
体
化

面
的
整
備

新
技
術

構
造
物
・
施
設
の
設
計
手
法

東京都心部の一般街路交通の処理
による平面街路の交通能力の向上

都市間高速道路や主要幹線道路と
の接続に向けた郊外市街地を含む
首都圏道路ネットワークの構築

都市内への流入交通の分散

平面街路との立体交差化に向けた
河川や広幅員道路等の
線型の公共空間の活用

接続部での JCT・ランプの設置

環状線の建設

駐車場との一体構造
路外駐車場（汐留・兜町・本町・白魚橋・千駄ヶ谷）

建築との一体構造
東京高速道路の高架下建築（西銀座デパートなど）

地下鉄との一体構造
東急田園都市線（旧新玉川線），京王線など

高架下空間の活用
高架下賃貸施設，児童遊園（2・5・9 号線など）

JCT・ランプの立体構造
美女木ジャンクション・加平ランプ

建築との一体構造
東京シティ・エア・ターミナル（箱崎 JCT）

再開発事業との一体整備
大橋ジャンクション

環境施設帯・緑道の整備
2 号目黒線 白金料金所・9 号深川線 旧油堀川

関連街路事業による沿道整備
5 号池袋線 蓮根～高島平付近

都市内高架橋技術
江戸橋ジャンクション（立体ラーメン構造）

渋谷高架橋（ディビダーク工法）

都市内トンネル技術
羽田海底トンネル（沈埋函工法）

三宅坂ジャンクション（地下トンネル JCT）

長大橋梁技術
横浜ベイブリッジ（アーム式水中掘削機など）

かつしかハープ橋（S 字曲線斜張橋）など

大断面トンネル技術
飛鳥山トンネル（大断面めがねトンネル）

山手トンネル（U ターン施工）など


